
  

 

大和市告示第１１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定により市道の路線を次のとおり認定し、同法

第１８条第１項の規定により次のとおり道路の区域を決定し、及び同条第２項の規定により令和８

年１月２１日から供用を開始する。 

なお、関係図面は、本市まちづくり部道路管理課において、告示の日から２週間（ただし、日曜

日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の一般の縦覧に供する。 

令和８年１月２１日 

大和市長 古谷田  力   

 

路 線 名 起   点 終   点 幅 員 延 長 

公所２００号 

 

下鶴間字甲一号 

１０８番１ 

 

下鶴間字甲一号 

１０８番１ 

ｍ 

6.01 

 

ｍ 

52.02 

 

公所２０２号 

 

下鶴間字甲一号 

１０８番１ 

 

下鶴間字甲一号 

１０８番１ 

5.01 57.14 

中央林間西１２２号 

 

中央林間西五丁目 

３８１１番１ 

 

中央林間西五丁目 

３８１１番１ 

6.05 150.00 

下鶴間１６０号 

 

下鶴間字乙七号 

２８９１番１ 

 

下鶴間字乙七号 

２８９０番４ 

 

6.02 

～6.09 

 

73.24 

 

南林間２１６号 

 

南林間六丁目 

３５９５番１ 

 

南林間六丁目 

３５９５番１ 

 

4.50 

～4.51 

65.02 

桜森７０号 

 

桜森二丁目 

３２８番６ 

 

桜森二丁目 

３２８番６ 

4.50 40.17 

下和田７９号 

 

下和田字上ノ松 

１９番４ 

 

下和田字上ノ松 

１９番４ 

 

4.50 

～5.00 

70.25 

下福田３６６号 

 

福田字甲五ノ区 

１３２２番１ 

 

福田字甲五ノ区 

１３２２番１ 

 

4.50 

～5.00 

74.44 

 


